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１回目 Ｃ － －

　酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく酒
税を納める必要があるため、その納税が確保され
るためには、一般に採算の取れる程度の製造規
模であることが必要であることから、酒類の区分
及び製造場ごとに客観的な水準として定められた

低製造数量基準を満たすことが製造免許の要
件とされている。
　なお、酒類の製造免許の申請者が一般に採算
のとれる程度の製造規模を有しているか否かに関
して、免許申請時に、税務当局が将来的な経営状
況まで個別に判断することは困難であることから、
「 低製造数量基準」という客観的な基準を定め
ることによって全国統一的な税務行政が図られて
いる。

　「 低製造数量基準」の緩和・撤廃については、一般に採算が取れ
ない小規模製造者の増加を招き、滞納や脱税の発生といった酒税の
確保に支障を来すおそれや税務当局による実態の把握が困難となる
ことに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を及ぼす問題が
生じかねないことから、構造改革特区における酒税法の特例では、そ
の対象酒類が限定されているところである。
　ご提案が、地域で採れた蜂蜜を原料とした蜂蜜酒（その他の醸造
酒）を販売することにより地域の活性化を図りたいということであれ
ば、その他の醸造酒の製造免許を有する酒類製造業者に地域で採
れた蜂蜜を提供し、製造を委託することは可能であることから、そうし
た対応をご検討いただきたい。
　なお、蜂蜜を原料としたリキュールを製造する場合には、構造改革
特別区域法では、一定の要件の下、その製造免許に係る 低製造数
量基準（原則６キロリットル）が１キロリットルとされている。

a
　 現在、財務省から提示された案により、松江税務署の協力
を得ながら「その他の醸造酒」免許を取得している業者の調査
等を実施している。該当業者が見つかれば、具体的な交渉を
開始していく予定である。

財務省から代替案が提示され、指定自治体の提案は実現可能となったため、協議を終
了する。 ⅲ

２回目

　国内の空港で初の試みとして、益田市にあ
る萩・石見空港の敷地を活用して養蜂に取り
組むミツバチプロジェクト事業が平成28年5月
に始動した。事業主体は第３セクター石見空
港ターミナルビルと全日空グループのANA総
合研究所の共同事業で、他空港との差別化
を図って利用増につなげ、採取した「蜂蜜」を
地域の特産物として瓶詰販売・加工品開発・
販売等を通じて、様々な活用方法を提案して
地域活性化を図ることを目的とした事業であ
る。今回の蜂蜜酒製造事業は空港周辺で採
取した蜂蜜を使用して、地元清酒製造会社と
タイアップして蜂蜜酒（醸造酒）を年間200L製
造し、１瓶250ccの瓶詰めを800本製造・販売
する。将来的には蜂蜜酒の生産量を増やし継
続的に地域の特産物として製造・販売を実施
していきたい。

　国内空港での養蜂事業は初めて
の試みであり、採取され蜂蜜を活用
しての特産物開発・販売を通じての
地域活性化が計画されている。蜂
蜜は畜産物であり加工品としての活
用範囲も多様である。また、蜂蜜酒
は日本では珍しく特産物として将来
性が有る商品と判断している。蜂蜜
酒製造・販売することにより、地域
の農林業の振興及び地域の活性化
に寄与するためには「自然と共生す
る里づくり」の施策として、当初にお
いて地元で生産される蜂蜜を活用し
て蜂蜜酒を醸造し販売できる規制
緩和を通じて、農林水産業の振興を
図り、生産から販売までの6次産業
化を推進することにより、農産業に
おける付加価値の可能性を検証
し、将来に向けて農村定住人口の
拡大・交流促進を推進する。

財務省

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討政策課題とその解決策
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